
福岡市多様な集団活動事業の利用支援事業 

対象施設確認フローチャート 

福岡市民で、満３歳以上の在園園児がいる。 

標準的な開所時間（延長保育を除く。）が、１日４時間以上

８時間以下、週５日以上、年間３９週以上である。 

満３歳以上の在園児のうち、前年度５月１日時点の幼児教育保育

の無償化を受けている又は企業主導型保育事業を利用している幼

児が半数以下である。 

 

標準的な開所時間を概ね毎日利用している満３歳以上の

在園児のうち、幼児教育・保育の無償化を受けていない

福岡市民の幼児がいる。 

【別紙】の基準を全て満たしている。 

本事業の対象施設となり得る可能性があります。 

貴施設で本事業の実施を希望される場合は、下記の番号へご連絡ください。 

本事業の対象施設に 

当たりません。 

【問い合わせ】 

こども未来局 子育て支援部 運営支援課 

TEL：092-711-4114 
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